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特別養護老人ホーム 白扇閣

介護予防短期入所生活介護事業・短期入所生活介護事業  重要事項説明書

１ 事業者の概要

法人の名称
特別養護老人ホーム 白扇閣

介護予防短期入所生活介護事業・短期入所生活介護事業

法人の所在地 静岡市清水区日立町１７番８号

電話番号 ０５４－３６９－２２５８

代表者氏名 理事長 池上 直美

２ 事業所の概要

事業所の名称
社会福祉法人 清承会 特別養護老人ホーム 白扇閣  
介護予防短期入所生活介護事業・短期入所生活介護事業

事業所の所在地
静岡市清水区承元寺町１３４１番地

（白扇閣在宅サービスセンター内）

介護保険事業所番号 静岡県指定２２７３２００２７５号

指定年月日 平成１２年３月１日

通常の実施範囲 静岡市清水区内

３ 事業所の職員の概要（指定介護老人福祉施設を含む）

職  種 人 員 基 準 勤  務  体  制

施設長（管理者） １名 １名（常勤兼務）

生 活 相 談 員 ２名 ２名（常勤） １名（常勤兼務）

介 護 職 員 ５３名 ５６名（常勤） ４名（ 非常勤 ）

看 護 職 員 ４名 ５名（常勤） １名（常勤兼務）

機能訓練指導員 １名 １名（常勤兼務）

介護支援専門員 ２名 ２名（常勤兼務）

医     師 必要数 １名（ 非常勤 ）

管 理 栄 養 士 １名 １名（常勤兼務）

事 務 職 員 ― ２名（常勤） １名（常勤兼務）

４ 入所定員（指定介護老人福祉施設を含む）

２１０名（うち介護予防短期入所生活介護及び短期入所生活介護合計定員 ２０名）
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５ 療養室・設備等の概要

療 養 室 ４ 人 床 … ４ 室 ・ １ 人 床 … ４ 室

浴   室 一 般 浴 ・ 機 械 浴

機能訓練室

食   堂

６ 運営方針

利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

が出来るよう、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活のお世話及び機能訓練を行うことに

より、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精

神的負担の軽減を図るよう援助を行うものとする。その際、地域や家庭との結びつきを重視し、

関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス・居宅介護支援事業者・居宅サービス事業者等

との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。

第三者評価は実施していません。

７ サービス内容及び利用料金

（１）介護保険給付対象サービス

当事業所の短期入所生活介護サービスの提供に際し、利用者の負担する利用料金は、介護保

険負担割合証に記載されている割合によります。（１割または、２割、３割）。介護保険の給付

の範囲を超えた部分のサービスについては、全額自己負担（介護保険より給付（９割）の料金

と下記の利用料金を足した金額）となります。

サービス内容

食事
管理栄養士の立てる献立表により、栄養と利用者の身体的状況に配慮し

た食事を提供します。

機能訓練 日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止する為の訓練を行います。

入浴 入浴または清拭を行います。

排泄
利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立につ

いても適切な援助を行います。

相談及び援助 利用者とその家族からのご相談に応じます。



3

サービス利用料金（令和６年６月 改正）

1日の利用料金 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

① 個 室 ４５１ ５６１ ６０３ ６７２ ７４５ ８１５ ８８４

② 多床室 ４５１ ５６１ ６０３ ６７２ ７４５ ８１５ ８８４

加算料金

③ 送迎加算〔片道〕（予防・介護） １８４単位

④サービス提供体制加算（Ⅲ）〔1 日〕

（予防・介護）
６単位

⑤ 夜勤職員配置加算（Ⅰ）〔1 日〕（介護） １３単位

⑥ 看護体制加算（Ⅰ）〔1 日〕（介護） ４単位

⑦ 看護体制加算（Ⅱ）〔1 日〕（介護） ８単位

⑧ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

（予防・介護）

①もしくは②と、③～⑦合計単位数に

１４．０％を乗じる

⑨ 緊急短期入所受入加算（予防・介護） ９０単位

※利用料金は静岡市の場合、上記の基本単位に利用回数を乗じ、１０．３３円を乗じた額の概ね

１割が自己負担となります。介護保険負担割合証に記載されている割合が２割、３割の方

は記載の割合の自己負担となります。

（２）介護保険給付外サービス（令和６年８月 改正）

滞在費

   利用者負担段階

居 室
第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

多床室   ０円 ４３０円 ４３０円 ９１５円

個 室 ３８０円 ４８０円 ８８０円 １２３１円

※多床室・個室の選択につきましてはこちらで調整させていただき、場合により相談させ

ていただくこともあります。

食費

朝 食 昼 食 夕 食

   ４０１円     ５２２円     ５２２円

※令和３年８月より、１日１，４４５円となりました。算定につきましては、提供させて

いただいた食事数のみさせていただきます。

※第１段階から第３段階の方につきましては、１日の負担限度額が第１段階で３００円、第

２段階で６００円、第３段階で１０００円となります。１日に１食又は２食のみの提供の

場合通常の料金と比較し、どちらか低い金額を請求させていただきます。
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８ 料金のお支払い方法

利用者が当事業所に支払う料金の支払方法については、月ごとの精算とします。請求日から

３０日以内に次のいずれかの方法でお支払いください。

ア．窓口での現金支払い

イ．右記指定口座への振込み

ウ．金融機関からの自動引き落とし

清水銀行 八木間支店

普通預金 No.２０２８４４１

講座名義 特別養護老人ホーム白扇閣

施設長 久保田和宏

被保険者証に支払方法の変更の記載があるときは、いったん費用の全額（介護保険よりの給付

（９割）の料金と上記の利用料金を足した金額）をお支払いいただきます。

この場合、サービス提供証明書を発行しますので、後日市町村窓口にて払い戻し（介護保険適

用分（９割））を受けてください。

９ サービスの利用方法

居宅サービス計画（ケアプラン）の作成を依頼している居宅介護支援事業所（ケアマネージ

ャー）にまずは、ご相談ください。

（１）サービスの利用開始

当事業所に居宅介護支援事業所（ケアマネージャー）を通し、電話でお申し込みください。

担当職員が自宅に伺い、介護予防短期入所生活介護・短期入所生活介護の内容について説明い

たします。契約締結後、介護予防短期入所生活介護計画又は短期入所生活介護計画を立て、実

際にサービスの提供を開始いたします。

（２）サービスの終了

○利用者のご都合でサービスを終了する場合

サービス終了を希望する日の１４日前までに文書でお知らせください。

○事業所の都合でサービスを終了する場合

人員が不足等やむをえない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がござい

ます。その場合は、終了１４日前までに文書で通知します。

○自動終了

以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。

・利用者が介護老人福祉施設等に入所した場合

・利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定された場合

・利用者がお亡くなりになった場合

・利用者が介護予防短期入所生活介護・短期入所生活介護のサービスを２年間利用されな

かったとき

○その他

事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合・守秘義務に反した場合・利用者やご家

族などに対して社会通念を逸脱する行為等を行った場合、利用者は文書で解約を通知するこ

とによって即座にサービスを終了することができます。
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事業者が破産した場合、又は、利用者がサービス利用料金の支払いを２ヶ月以上延滞し、料

金を支払うよう催告したにもかかわらず１４日以内に支払われない場合、または利用者やご

家族などが事業者や介護支援専門員に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場

合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただくことになります。

１０ 利用の中止・変更・追加

○利用予定日の前に、利用者の都合により、サービスの利用を中止または変更もしくは新たな

サービスの利用を追加することができます。この場合は、サービス実施日の前日までにご連

絡ください。

○利用予定日の前日までに連絡がなく、当日になって利用中止の申し出をされた場合、キャン

セル料としての料金をお支払いいただく場合があります。ただし、利用者の体調不良等正当

な事由がある場合は、この限りではありません。

○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼動状況により利用者の希望する日

時にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示して協議します。

１１ 緊急時の医療

救急対応時（救急車要請）は、日中は静岡市内の総合病院へ搬送。夜間１９時～２２時は静岡

市急病センター、２２時～翌朝は静岡市内の当番病院へ搬送となります。

１２ 業務継続計画策定について

（１） 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実

施する為の、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）

を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。

（２） 従業者に対し、業務継続計画に従って必要な措置を講じます。

（３） 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行いま

す。

１３ 高齢者虐待防止について

  当事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等の為に、次に掲げるとおり必要な措

置を講じます

（１）虐待防止に関する責任者を選定しています。

    酒 井 浩 一  (主任生活相談員 ・ 社会福祉士)
（２）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従

業者に周知徹底を図っています。

（３）従業者に対して、虐待防止を啓発・普及する為の研修又は勉強会を実施しています。

（４） 成年後見制度の利用を支援します。
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（５） 苦情解決体制を整備しています。

  サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者による虐待を受けたと思われる利用者

を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

１４ 身体拘束等の適正化について

（１） 身体拘束のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従

業者に周知徹底を図っています。

（２） 利用者又は利用者等の生命又は身体を保護する為の緊急やむを得ない場合を除き

身体拘束を行いません。身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。

１５ ハラスメントへの具体的な取り組み

適切な居宅介護支援の提供を確保・継続する観点から、職務中において行われる性的な

言動又は優越的な関係を背景とした言動、また業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動等

により、職員の就業環境が害されることを防止する為、当事業所では以下の取り組みを行

なっています。

当事業所では、日常的な指導助言や定期的な面談(話し合い)を通じて、日頃の困りご

となども聞き取るようにしています。介護業務の性格上、何かと自分で悩んで抱え込

んでしまう場合があり、また新人職員が管理者(上司)に直接報告・相談をすることが

時にハードルが高いと感じためらうこともある為、同じ部署の職員へいつでも相談で

きる環境を整備しています。更に、毎日の申し送りの際に、表情が冴えない職員がい

れば、管理者等から積極的に話を聴くようにするなど、自分で抱え込んでしまわない

よう部署全員(職場全体)で解決に導いています。

１６ テレワークの扱い

  事業所の方針により、原則出勤（常勤の場合は週 40 時間）、場合によってテレワーク勤

務を行うことがあります。その際には、個人情報を適切に管理していること、利用者の処

遇に支障が生じないことを前提としています。

１７ サービス内容に関する苦情等相談窓口

当施設お客様相談窓口

苦情処理担当者 主任生活相談員 酒井浩一

ＴＥＬ ０５４－３６９－２２５８

ＦＡＸ ０５４－３６９－２２５９

静岡市役所介護保険課 ＴＥＬ ０５４－２２１－１０８８

静岡県国民健康保険団体連合会 ＴＥＬ ０５４－２５３－５５８０
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１８ 非常災害時の対応

災害時の対応
別途定める「特別養護老人ホーム 白扇閣 消防計画」

にのっとり対応を行います。

避難訓練
「特別養護老人ホーム 白扇閣 消防計画」に基づき

年２回、夜間及び昼間を想定した避難訓練を行います。

１９ 福祉サービスの第三者評価の実施状況 無し

令和    年    月    日

（事業者）

介護予防短期入所生活介護及び短期入所生活介護の提供にあたり、この説明書に基づいて重要事

項の説明をしました。

所在地 静岡県静岡市清水区承元寺町１３４１

（白扇閣在宅サービスセンター内）

名 称 社会福祉法人 清承会 特別養護老人ホーム 白扇閣  
介護予防短期入所生活介護事業・短期入所生活介護事業

説明者

              

（利用者）

この説明書により、介護予防短期入所生活介護及び短期入所生活介護に関する重要事項の説明を

受けました。

住 所

氏 名 ㊞

（代表者（ご家族他））

住 所

氏 名 ㊞


